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【理念・基本方針】

【施設・事業所の特徴的な取組】

経営理念/ナーチャーハーツ4つのお約束
－Mission
利用者の健やかな社会復帰を願い、適切な育成・支援を行います。
－Value
信頼される社会福祉法人として、地域とのパートナーシップにより、地域社会に貢
献します。
－Way
利用者、職員の幸せな人生に寄与するために、安定した施設経営に努めます。
－Vision
新しい価値を創造し、最高のサービスにより施設全体に喜びと感動を作り出しま
す。

nurture hearts(ナーチャーハーツ)・育む心

障がい者の方々たちとともに、職員も含め心を育んでいきたい。
健常者が偉い訳でも障がい者が劣っている訳でもありません。
ひとりの人間として『足りない部分』は必ず存在します。

私たちはどんな人間も『ひとりの人間』として、
・お互いの『足りない部分』を助け合っていける環境を作りたい。
・人間は本来、自分自身で成長しようとする力を持っているということを忘れない
でいたい。

『育てる』と『育む』の違い。

■育てる（そだてる）
①おいたつようにする。成長させる。大きくなるようにする。
②教え導く。しこむ。しつける。

>>育てる方が主体となり、育てる方の意が中心になる

■育む（はぐくむ）
①親鳥がその羽で雛をおおい包む。
②養い育てる。成長発展をねがって育成する。
③なでいつくしむ。かばい守る。

>>育てられる方が主体となり、育てられる方が中心となる

同じ文字でありながら、行動や意識の向け方は変わります。



【評価機関情報】

第 三 者 評 価機 関名

大 阪 府 認 証 番 号

評 価 実 施 期 間 ～

評 価 決 定 年 月 日

評価調査者（役割） （ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

私たちは障がい者の方々を中心に、障がい者の方を助け、時には障がい者の方に助
けられながら障がい者、健常者の分け隔てなくナーチャーハーツの名のもとに育む
心を大切にし
『いつか誰かに幸せを届けることができる』ように全力で頑張ってまいります。

一般社団法人ぱ・まる
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◆評価機関総合コメント

◆特に評価の高い点

◆改善を求められる点

◆第三者評価結果に対する施設・事業所のコメント

・別紙「第三者評価結果」を参照

◆第三者評価結果

【総評】

同法人で、グループホームを運営されており、一体的な運用で利用者を支える体制があり
ます。定型作業や定型パターンを推し進めるのではなく、利用者それぞれが思い目指す、
自立支援の提供を大切にされています。個々の利用者が望んでいる姿、やりたいことを大
切にし、利用者と共に話し合って目標設定を行う事により、利用者自身が目標に向けて取
り組む事を意識することに繋げられています。これらによって、利用者自身が、達成感・
満足感を得られる事に繋げられ、利用者個々のペースにあわせた、自立への取組が行われ
ています。利用者個々の価値観、利用者の状態や特性を踏まえたペースや分野を考え、そ
れぞれの利用者が自発的に自分のペースで一般就労に向けた技能の習得に繋げていけるよ
う努められています。

【利用者個々に寄り添った目標設定】

利用者個々の現有能力や可能性を踏まえることはもちろん、利用者自身が何を目指したい
か、何をやりたいのか、を大切にした目標設定が行われています。利用者の自立に向けた
意欲を促しながらも、決して答えや目指すところを押しつけるのではなく、利用者個々の
意思意向を大切にした支援の提供に努められています。また、利用者が望む、必要とす
る、技能や資格取得に向けた支援にも取り組まれています。

【地域との繋がり】

コロナ禍の制限下を経て、地域と施設の繋がりや交流が希薄になっています。地域に根ざ
した施設、利用者と地域との交流等含めた、地域交流の拡充に期待します。

二度目の受審となりました。前回の受審結果から改善しなければならない点を少しずつで
すが取り組んできました。今回も当事業所の提供している福祉サービスの質について、専
門的かつ客観的な立場から評価をしていただき、私たちが今後取り組んでいかなければな
らない業務の意味・意義を再認識し、また今後改善すべき課題を知ることができました。
具体的に目標をたてていくうえでの道しるべとなり今後の進むべき方向が明確化され今後
は、より力を入れて取り組むことが出来そうです。評価の高い点については今後さらに邁
進し、また改善を求められた点については十分検討を行った上で、職員一体となりサービ
スの質の向上に努め、より良い施設を目指して努力していきたいと考えています。今回、
評価いただいた内容を真摯に受け止め、利用者のみなさまがより良い環境で過ごしていけ
るよう日々努力していきたいと思います。



評価結果

Ⅰ-１-(1)-① b

（コメント）

評価結果

Ⅰ-２-(1)-① b

（コメント）

Ⅰ-２-(1)-②  経営課題を明確にし、具体的な取り組みを進めている。 a

（コメント）

評価結果

Ⅰ-３-(1)-① b

（コメント）

Ⅰ-３-(1)-② b

（コメント）

Ⅰ-３-(2)-① b

（コメント）

＜別紙＞

第三者評価結果

評価対象Ⅰ 福祉サービスの基本方針と組織

Ⅰ-１ 理念・基本方針

Ⅰ-１-(1) 理念、基本方針が確立・周知されている。

理念、基本方針が明文化され周知が図られている。

Ⅰ-２　経営状況の把握

Ⅰ-２-(１)　経営環境の変化等に適切に対応している。

 事業経営をとりまく環境と経営状況が的確に把握・分析されてい
る。

経営課題は職員会議でも共有されており、現状把握と課題に対する取組が話し合
われています。

市や府の動向について、情報収集を行い把握に努められています。市の就労継続
支援A型施設連絡会で、市内の動向を共有しています。社会福祉事業全体の把握
拡充が望まれます。

理念・基本方針は、ホームページ、配付資料等で公表されています。会議の場で
は、理念・基本方針に立ち返った話し合いが行われています。利用者や家族等へ
のわかりやすく工夫した周知の拡充が望まれます。

Ⅰ-３ 事業計画の策定

Ⅰ-３-(1) 中・長期的なビジョンと計画が明確にされている。

 中・長期的なビジョンを明確にした計画が策定されている。

 中・長期計画を踏まえた単年度の計画が策定されている。

中長期計画を意識した事業計画が策定されています。評価可能な具体的な内容の
拡充が望まれます。

中長期計画の構想と現状の話し合いが行われています。計画の具現化と明確化が
望まれます。

Ⅰ-３-(２)　事業計画が適切に策定されている。

 事業計画の策定と実施状況の把握や評価・見直しが組織的に行わ
れ、職員が理解している。

全体会議の中で事業計画について話し合われています。仕組みとしての確立が望
まれます。



Ⅰ-３-(2)-② b

（コメント）

評価結果

Ⅰ-４-(1)-① b

（コメント）

Ⅰ-４-(1)-② b

（コメント）

評価結果

Ⅱ-１-(1)-① b

（コメント）

Ⅱ-１-(1)-② b

（コメント）

Ⅱ-１-(２)-① b

（コメント）

Ⅱ-１-(２)-② b

（コメント）

 事業計画は、利用者等に周知され、理解を促している。

Ⅰ-４ 福祉サービスの質の向上への組織的・計画的な取組

契約時や支援計画の話し合いの際に主な内容が説明されています。わかりやすい
伝え方の工夫拡充が望まれます。

Ⅰ-４-(1) 質の向上に向けた取組が組織的・計画的に行われている。

 福祉サービスの質の向上に向けた取組が組織的に行われ、機能し
ている。

 評価結果にもとづき組織として取組むべき課題を明確にし、計画
的な改善策を実施している。

評価対象Ⅱ 組織の運営管理

実施された自己評価から、課題の抽出が行われています。評価可能な目標設定や
仕組みとしての確立、評価結果の分析から得られた内容を目標や研修計画に反映
する取組拡充が望まれます。

職員の自己評価シートが年2回作成され、面談が実施されています。仕組みとし
ての拡充が望まれます。

Ⅱ-１ 管理者の責任とリーダーシップ

Ⅱ-１-(1) 管理者の責任が明確にされている。

 管理者は、自らの役割と責任を職員に対して表明し理解を図って
いる。

 遵守すべき法令等を正しく理解するための取組を行っている。

コンプライアンスチェックシートを用いて、自己評価されています。職員に対す
るコンプライアンス研修が実施されています。福祉直接法令以外のコンプライア
ンス意識拡充が望まれます。

管理者の方針等は、ホームページ上で公表されています。有事の際の責任委譲含
めた、明確化拡充が望まれます。

Ⅱ-１-(２) 管理者のリーダーシップが発揮されている。

 福祉サービスの質の向上に意欲をもち、その取組に指導力を発揮
している。

 経営の改善や業務の実効性を高める取組に指導力を発揮してい
る。

職員の働きやすい環境整備を大切にされています。施設全体で業務の実効性の効
率化に取り組む仕組みづくりが望まれます。

職員は年2回の自己評価を行い、自己評価を基に面談が行われています。面談時
に意見等の聴取が行われています。定期的な仕組みとしての確立が望まれます。



評価結果

Ⅱ-２-(1)-① b

（コメント）

Ⅱ-２-(1)-② b

（コメント）

Ⅱ-２-(２)-① a

（コメント）

Ⅱ-２-(３)-① b

（コメント）

Ⅱ-２-(３)-② b

（コメント）

Ⅱ-２-(３)-③ b

（コメント）

Ⅱ-２-(４)-① －

（コメント）

Ⅱ-２ 福祉人材の確保・育成

Ⅱ-２-(1) 福祉人材の確保・育成計画、人事管理の体制が整備されている。

 必要な福祉人材の確保・定着等に関する具体的な計画が確立し、
取組が実施されている。

 総合的な人事管理が行われている。

Ⅱ-２-(２) 職員の就業状況に配慮がなされている。

職員の自己評価と面談を基に、就業規則に定められている評価表で、昇進・昇級
を行う仕組みになっています。職員の目標設定の明確化、自己評価を基にした課
題の抽出や、改善の必要性検討等の、仕組み確立が望まれます。

組織体系表等が整備されています。中長期計画として、採用・育成を明確に位置
付けた、計画的な展開が望まれます。

 職員の就業状況や意向を把握し、働きやすい職場づくりに取組ん
でいる。

Ⅱ-２-(３) 職員の質の向上に向けた体制が確立されている。

 職員一人ひとりの育成に向けた取組を行っている。

 職員の教育・研修に関する基本方針や計画が策定され、教育・研
修が実施されている。

年2回、職員の自己評価と面談が行われています。設定目標の明確化や、達成状
況の評価等、仕組みの整備拡充が望まれます。

職員の意向と現状を踏まえ、就業規則の整備による休暇体制の拡充が行われてい
ます。ワークライフバランスに配慮した勤務となるよう、職員の意向を大切にさ
れています。年2回の面談以外に、必用に応じた個別面談が実施されており、意
向や意見を把握し、働きやすい職場環境に繋げられるよう配慮されています。

 職員一人ひとりの教育・研修の機会が確保されている。

Ⅱ-２-(４) 実習生等の福祉サービスに関わる専門職の研修・育成が適切に行われている。

 実習生等の福祉サービスに関わる専門職の研修・育成について体
制を整備し、積極的な取組をしている。

【非該当項目】
実習生の受入はありません。

研修計画に沿った研修への参加が促されています。随時案内される研修含め、職
員全員が研修に参加できるよう配慮されています。研修内容に対する評価検討、
職員自己評価で抽出された課題等を踏まえた、次年度以降の研修計画の立案に繋
げる仕組みの整備拡充が望まれます。

年間の研修計画が策定されています。研修内容に対する評価検討、職員自己評価
で抽出された課題等を踏まえた、次年度以降の研修計画の立案に繋げる仕組みの
整備拡充が望まれます。



評価結果

Ⅱ-３-(1)-① b

（コメント）

Ⅱ-３-(1)-② b

（コメント）

評価結果

Ⅱ-４-(1)-① b

（コメント）

Ⅱ-４-(1)-② b

（コメント）

Ⅱ-４-(２)-① b

（コメント）

Ⅱ-４-(３)-① a

（コメント）

Ⅱ-４-(３)-② b

（コメント）

Ⅱ-３ 運営の透明性の確保

Ⅱ-３-(1) 運営の透明性を確保するための取組が行われている。

 運営の透明性を確保するための情報公開が行われている。

 公正かつ透明性の高い適正な経営・運営のための取組が行われて
いる。

税理士・社会保険労務士による、助言や指導を受けられています。権限・責任を
明確にした職務分掌や、規程類の整備拡充が望まれます。

法人の基礎情報・決算情報の公開が行われています。事業計画・意見相談苦情等
への対応・改善結果等の、情報公開拡充と、地域に向けた情報公開拡充が望まれ
ます。

Ⅱ-４ 地域との交流、地域貢献

Ⅱ-４-(1) 地域との関係が適切に確保されている。

 利用者と地域との交流を広げるための取組を行っている。

 ボランティア等の受入れに対する基本姿勢を明確にし体制を確立
している。

学校関係への協力が行われています。ボランティア関連の、マニュアルや仕組み
の整備拡充が望まれます。

地域の他福祉施設との交流が行われています。地域イベントや、地域の祭事への
参加等が行われています。地域交流方針の明文化、明瞭化拡大が望まれます。

Ⅱ-４-(２) 関係機関との連携が確保されている。

 福祉施設・事業所として必要な社会資源を明確にし、関係機関等
との連携が適切に行われている。

Ⅱ-４-(３) 地域の福祉向上のための取組を行っている。

地域の福祉ニーズ等を把握するための取組が行われている。

地域の福祉関連や商工会等の会合に積極的な参加を行い、地域ニーズや地域特性
の把握に努められています。

行政や他福祉施設を中心に、社会資源の活用・連携を意識されており、職員間で
情報共有や検討が行われています。職員や利用者がわかりやすいリストの拡充・
明確化、活用可能な社会資源情報の拡充が望まれます。

 地域の福祉ニーズ等にもとづく公益的な事業・活動が行われてい
る。

法人全体として、地域福祉への関わりを大切にされており、学校関係への講師は
検討取り組まれています。施設機能を活かした公益的な活動の拡充が望まれま
す。



評価結果

Ⅲ-１-(1)-① b

（コメント）

Ⅲ-１-(1)-② b

（コメント）

Ⅲ-１-(２)-① a

（コメント）

Ⅲ-１-(２)-② b

（コメント）

Ⅲ-１-(２)-③ b

（コメント）

Ⅲ-１-(３)-① b

（コメント）

Ⅲ-１-(４)-① a

（コメント）

評価対象Ⅲ 適切な福祉サービスの実施

Ⅲ-１ 利用者本位の福祉サービス

Ⅲ-１-(1) 利用者を尊重する姿勢が明示されている。

 利用者を尊重した福祉サービス提供について共通の理解をもつた
めの取組を行っている。

 利用者のプライバシー保護に配慮した福祉サービス提供が行われ
ている。

Ⅲ-１-(２) 福祉サービスの提供に関する説明と同意（自己決定）が適切に行われている。

 利用希望者に対して福祉サービス選択に必要な情報を積極的に提
供している。

見学・体験等を通じ、支援の内容がわかりやすく伝わるように配慮されていま
す。パンフレットやホームページ、障がい者向け就労説明会等で、案内されてい
ます。毎月数回ブログを更新することで、施設の内容が幅広く伝わりやすいよう
努められています。

利用者のプライバシーを踏まえた、接し方や話し方を意識した支援の提供に努め
られています。利用者間のプライバシー侵害に繋がらないよう配慮されていま
す。各種マニュアル等の中で、明確に位置付ける等の工夫が望まれます。

利用者の権利擁護、人権の尊重に繋げられる研修等を、ほぼ毎月行われていま
す。マニュアルや規程類の中での、明示拡充が望まれます。

 福祉サービスの開始・変更にあたり利用者等にわかりやすく説明
している。

 福祉施設・事業所の変更や家庭への移行等にあたり福祉サービス
の継続性に配慮した対応を行っている。

Ⅲ-１-(３) 利用者満足の向上に努めている。

 利用者満足の向上を目的とする仕組みを整備し、取組を行ってい
る。

利用者の状態を踏まえ、適した福祉サービスを選択できるよう配慮されていま
す。相談員等とも連携し、利用者本位の福祉サービス提供に繋げられるよう心が
けられています。一般就労時には、企業に向けた情報シートが提供されていま
す。変更や意向に向けた、書式やマニュアル等の整備拡充が望まれます。

利用者とじっくり話し合う事で、共に考えた目標設定が行えるよう心がけられて
います。言葉や伝え方に配慮し、個々の利用者に適した説明方法に配慮されてい
ます。わかりやすく伝えるための工夫拡充、利用者自身が意思決定しやすい説明
方法の工夫拡充が望まれます。

Ⅲ-１-(４) 利用者が意見等を述べやすい体制が確保されている。

 苦情解決の仕組みが確立しており、周知・機能している。

利用者の意見や意向を踏まえた、支援の改善に取り組まれています。個別の
フィードバック等が行われています。フローチャート形式のわかりやすい苦情解
決の仕組みが明示されています。

利用者個々との面談時や、日常の支援の中の会話等から、利用者の意向や満足度
等が把握できるよう意識されています。仕組みとしての定期的な利用者満足度の
向上に向けた取組拡充が望まれます。



Ⅲ-１-(４)-② b

（コメント）

Ⅲ-１-(４)-③ b

（コメント）

Ⅲ-１-(５)-① b

（コメント）

Ⅲ-１-(５)-② b

（コメント）

Ⅲ-１-(５)-③ b

（コメント）

評価結果

Ⅲ-２-(1)-① b

（コメント）

Ⅲ-２-(1)-② b

（コメント）

 利用者が相談や意見を述べやすい環境を整備し、利用者等に周知
している。

利用者が相談しやすい雰囲気作り、関係性の構築を意識されています。利用者か
ら把握した内容については、速やかに話し合いに繋げ、対応出来るよう努められ
ています。意見や相談の方法について、わかりやすく説明された文書配布や掲示
等を拡充することが望まれます。

 利用者からの相談や意見に対して、組織的かつ迅速に対応してい
る。

Ⅲ-１-(５) 安心・安全な福祉サービスの提供のための組織的な取組が行われている。

 安心・安全な福祉サービスの提供を目的とするリスクマネジメン
ト体制が構築されている。

 感染症の予防や発生時における利用者の安全確保のための体制を
整備し、取組を行っている。

不審者対策含め、事故時等の対応検討が行われています。職場としての安全確保
に留意されています。BCP（事業継続計画）を軸とした、総合的なリスクマネジ
メント体制の整備拡充が望まれます。

意見を申し出る簡易な書面が用意されており、申し出しやすいよう配慮されてい
ます。都度の意見や相談等には、速やかに対応し、課題や不安の払拭に努められ
ています。意見・苦情・相談を、総合的に受け付け、施設内一律の基準で対応で
きる仕組みの整備拡充を行ない、マニュアルや記録する書式を整備することで、
さらなる支援の質の向上に繋がるかと思われます。

 災害時における利用者の安全確保のための取組を組織的に行って
いる。

火災・地震等に対する訓練が行われています。災害時の避難所の確認や避難経路
の確認が行われています。備蓄品・安否確認方法等の、整備拡充が望まれます。

行政の指導や通知を基に、感染症対策と、職員の知識向上に努められています。
保健所等とも連携を取り、利用者と職場の安全確保に留意されています。平時日
常からの感染症予防の明確化が望まれます。

Ⅲ-２ 福祉サービスの質の確保

Ⅲ-２-(1) 提供する福祉サービスの標準的な実施方法が確立している。

 提供する福祉サービスについて標準的な実施方法が文書化され福
祉サービスが提供されている。

 標準的な実施方法について見直しをする仕組みが確立している。

日常の支援の中で出た課題等を踏まえ、職員間の話し合いによって見直しが行わ
れています。定期的な仕組みとしての、見直しの仕組み確立が望まれます。

就労支援に必要な、基本的なマニュアルが策定されています。周知状況と実施状
況を確認できる、仕組みの整備拡充が望まれます。



Ⅲ-２-(２)-① b

（コメント）

Ⅲ-２-(２)-② b

（コメント）

Ⅲ-２-(３)-① b

（コメント）

Ⅲ-２-(３)-② b

（コメント）

Ⅲ-２-(２) 適切なアセスメントにより福祉サービス実施計画が策定されている。

 アセスメントにもとづく個別支援計画を適切に策定している。

アセスメントを踏まえた関係職員の話し合いで、利用者の意向を尊重し、利用者
と共に考えた目標設定から、計画の策定に繋げられています。アセスメント手法
を仕組みとして明確にすると共に、計画に対する評価件等が可能な、記録手法・
内容等の整備拡充が求められます。

漏洩防止を意識した、保管方法・保管場所の確保に努められています。不適切利
用や漏洩発生時の、対策・対応方法の整備拡充が望まれます。

ソフトウェアの導入により、記録の内容が職員間で共有出来るようになっていま
す。計画の進捗達成状況が客観的に振り返る事が出来る、記載方法・活用方法の
整備拡充が望まれます。

 定期的に個別支援計画の評価・見直しを行っている。

Ⅲ-２-(３) 福祉サービス実施の記録が適切に行われている。

 利用者に関する福祉サービス実施状況の記録が適切に行われ、職
員間で共有化されている。

利用者自身の評価を踏まえ、意見交換を行いながら、計画の見直しに繋げられて
います。変更や状況は、職員間で共有し周知されるよう努められています。仕組
みとしての明確化が望まれます。

 利用者に関する記録の管理体制が確立している。



障がい福祉分野の内容評価基準

評価結果

Ａ-１-（１）-① a

（コメント）

Ａ-１-（２）-① a

（コメント）

評価結果

Ａ-２-（１）-① b

（コメント）

Ａ-２-（１）-② a

（コメント）

Ａ-２-（１）-③ a

（コメント）

Ａ-２-（１）-④ b

（コメント）

 利用者の自律・自立生活のための支援を行っている。

自立に必要な生活慣習や生活管理を習得出来るよう心がけられています。支援
を受けられる他福祉サービスや社会資源の情報提供も行い、利用者自身が自立
に向けた取組に繋げる事が出来るよう配慮されています。

 個別支援計画にもとづく日中活動と利用支援等を行っている。

職員全体で、利用者と話せる機会を大切にできるよう努められています。就労
支援に限定せず、利用者の生活上の不安や悩みの解消にも協力されています。
毎月話せる機会を確保しており、それ以外でも、利用者の様子等を踏まえ、必
用に応じた相談支援が行えるよう配慮されています。

Ａ-１-（２）　権利擁護

利用者個々の尊厳を大切にし、権利侵害に繋がる事が無いよう配慮されていま
す。規程・マニュアル等のさらなる拡充、利用者間の権利侵害等にも配慮した
拡充が行われると、さらなる支援の質の向上に繋がるかと思われます。

Ａ-２　生活支援

Ａ-２-（１）　支援の基本

 利用者の権利擁護に関する取組が徹底されている。

利用者の目標に向けた就労支援に努められています。地域や社会資源の活用・
参加に繋がる情報提供の拡充と、配慮の拡充が望まれます。

Ａ-１　利用者の尊重と権利擁護

Ａ-１-（１）　自己決定の尊重

 利用者の自己決定を尊重した個別支援と取組を行っている。

利用者の心身の状況に応じたコミュニケーション手段の確保と必
要な支援を行っている。

利用者の意思を尊重する支援としての相談等を適切に行ってい
る。

利用者個々の意向を踏まえた、目標設定、就労支援を大切にされています。目
標は利用者と話し合った上で設定し、利用者自身が評価を行うことで、目標・
計画を意識した就労に繋がるよう配慮されています。

利用者の状況を踏まえ、個々の利用者に適したコミュニケーション手段を意識
したかかわりに努められています。日々、全ての利用者とコミュニケーション
をとることを意識し、異変や違和感を速やかに把握できるよう配慮されていま
す。



Ａ-２-（１）-⑤ b

（コメント）

Ａ-２-（２）-① a

（コメント）

Ａ-２-（３）-① b

（コメント）

Ａ-２-（４）-① b

（コメント）

Ａ-２-（５）-① b

（コメント）

Ａ-２-（５）-② －

（コメント）

Ａ-２-（６）-① b

（コメント）

Ａ-２-（７）-① b

（コメント）

医療的な支援が適切な手順と安全管理体制のもとに提供されてい
る。

利用者個々の意向を踏まえた、地域生活への移行、生活自立の確立に向けた支
援を心がけられています。他福祉サービスとの連携により、地域移行へ繋げる
取組も行われています。

【非該当項目】
職場での医療体制該当しません。

Ａ-２-（６）　社会参加、学習支援

利用者の希望と意向を尊重した社会参加や学習のための支援を
行っている。

利用者の意向を踏まえた、学習機会や資格取得への援助等に取り組まれていま
す。利用者自身の意欲を高めるための、支援や工夫の拡充が望まれます。

Ａ-２-（７）　地域生活への移行と地域生活の支援

利用者の希望と意向を尊重した地域生活への移行や地域生活のた
めの支援を行っている。

利用者の心身状況に応じた、身体支援と職場環境に配慮されています。

 利用者の心身の状況に応じた機能訓練・生活訓練を行っている。

就労支援の中で、動作や移動等の過程を活用し、生活訓練・機能訓練に繋がる
動きや配慮を心がけられています。計画の中への具体的な明示と、他福祉サー
ビスや関係者会資源と連携した取組の拡充が望まれます。

Ａ-２-（５）　健康管理・医療的な支援

利用者の健康状態の把握と体調変化時の迅速な対応等を適切に
行っている。

利用者の様子や異変に配慮し、必用に応じた医療機関受診や休憩等に繋げられ
るよう心がけられています。体調変化や緊急時に備えた、手順やマニュアル、
研修の拡充が望まれます。

Ａ-２-（２）　日常的な生活支援

 個別支援計画にもとづく日常的な生活支援を行っている。

利用者の障がいの状況を踏まえた、支援方法の検討が行われています。毎月の
職員会議等で、検討が行われ、情報の共有に繋げられています。散見される事
象への対応を検討されるのではなく、原因を踏まえた利用者個々が出来る方
法・パターンへの置き換え等、利用者自身の自立に繋げられる支援の拡充が望
まれます。

利用者の快適性と安心・安全に配慮した生活環境が確保されてい
る。

就労支援の限られた空間内ですが、可能な範囲で利用者のスペースを意識し、
必要な空間確保が出来るように努められています。個々の利用者の意向を踏ま
えた活動空間の工夫拡充が望まれます。

Ａ-２-（３）　生活環境

Ａ-２-（４）　機能訓練・生活訓練

 利用者の障がいの状況に応じた適切な支援を行っている。



Ａ-２-（８）-① b

（コメント）

評価結果

Ａ-３-（１）-①　 －

（コメント）

評価結果

Ａ-４-（１）-① b

（コメント）

Ａ-４-（１）-② b

（コメント）

Ａ-４-（１）-③ b

（コメント）

Ａ-４-（１）　就労支援

利用者個々の特性や状況を踏まえ、個々の利用者が可能な作業の提供が出来る
よう努められています。選択できる就労内容の幅の拡充が望まれます。

職場開拓と就職活動の支援、定着支援等の取組や工夫を行ってい
る。

利用者と話し合い、目標を利用者自身が意識できる内容で設定することによ
り、自発的な向上へと繋げられるよう努められています。利用者の選択肢と可
能な範囲を拡げる目的での、地域の企業や関係機関等との連携拡充が望まれま
す。

利用者に応じて適切な仕事内容等となるように取組と配慮を行っ
ている。

Ａ-２-（８）　家族等との連携・交流と家族支援

利用者の意向を踏まえ意思を尊重した範囲で、家族等との情報共有が行われて
います。家族等からの相談には、利用者の意向に反しない範囲で対応されてい
ます。利用者意向と家族支援についての、ルールの明確化等拡充が望まれま
す。

Ａ-３-（１）　発達支援

近隣企業の施設外就労協力が得られています。新規開拓のため、新たな企業の
オファーや、ハローワークとの連携によって、就職・定着に繋げられるきっか
けの拡充に努められています。地域企業の育成を含めた、障がい者就労支援活
動の拡充が望まれます。

【評価外項目】
対象外施設種

 利用者の働く力や可能性を尊重した就労支援を行っている。

Ａ-４　就労支援

子どもの障がいの状況や発達過程等に応じた発達支援を行ってい
る。

 利用者の家族等との連携・交流と家族支援を行っている。

Ａ-３　発達支援



調査の概要

利用者への聞き取り等の結果（概要）

調 査 方 法
大阪府参考様式項目から実施する項目を施設と提供サービスの内容を踏まえ
話し合いの上決定し、全利用者に対して、アンケート用紙・返信用封筒を配
布。利用者から直接、評価期間宛返送にて回収。

【回答内容より推測される傾向】

・選択肢回答より、利用者と職員の関係性は、概ね良好と思われます。

【利用者自由記述内容抜粋】

・今まで通り働きやすい職場でマイペースで働けるように配慮してくれるのでありがたい。
・過集中になるので、周りの状況を察して動けるようスタッフが声をかけてくれる。
・出来ることが増えた。
・みんな優しく接してくれる。
・規則正しい生活ができているのがいいと思う。
・わからないことや困ったときはすぐに助けてくれる。
・嫌がらせをしてくる人がおらず、みんな親切なので続けられていると思う。
・押し付けることをしない。
・定期的に個別にモニタリングしてもらえて、メンタル、体調について相談してくれる。
・毎日の作業に達成感がある。

【総括】

利用者に沿った関わりや支援が提供されていることが見受けられます。利用者の自立とやる気に
繋げられる関係性と支援の提供が反映されているようです。

利用者への聞き取り等の結果

調査対象者 全利用登録者

調査対象者数 有効回収数　　20　　人



福祉サービス第三者評価結果報告書【受審施設・事業所情報】 
における項⽬の定義等について 

 
 
①【職員・従業員数】 

●以下の項⽬について、雇⽤形態（施設・事業所における呼称による分類）による区分で
記載しています。 

 
▶正規の職員・従業員 
・⼀般職員や正社員などと呼ばれている⼈の⼈数。 
 
▶⾮正規の職員・従業員 
・パート、アルバイト、労働者派遣事業所の派遣社員、契約社員、嘱託などと呼ばれ
ている⼈の⼈数。 

 
 
②【専⾨職員】 

●社会福祉⼠、介護福祉⼠、精神保健福祉⼠、介護⽀援専⾨員、訪問介護員、理学療法⼠、
作業療法⼠、⾔語聴覚⼠、保育⼠、社会福祉主事、医師、薬剤師、看護師、准看護師、
保健師、栄養⼠等の福祉・保健・医療に関するものについて、専⾨職名及びその⼈数を
記載しています。 

 
 
③【施設・設備の概要】 

●施設・設備の概要（居室の種類、その数及び居室以外の設備等の種類、その数）につい
て記載しています。特に、特徴的なもの、施設・事業所が利⽤される⽅等にアピールし
たい居室及び設備等を優先的に記載しています。併せて、【施設・事業所の特徴的な取
組】の欄にも記載している場合があります。 

 
 例 

居室 ●個室、2⼈部屋、3⼈部屋、4⼈部屋 等 

設備等 ●保育室（0才児、1才児、2才児、3才児、4才児、5才児）、調乳室、 
洗⾯室、浴室、調理室、更⾐室、医務室、機能訓練室、講堂 等 

 


